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件

１.平成１５年４月～９月の生命保険相談受付状況･･･････図表１参照

生命保険相談所（地方連絡所を含む）が平成15年４月～９月の６ヵ月間に受け付けた相談件数は、

11,779件で前年同期の134.6％となった。これを男女別に見ると、男性は4,486人（占率38.1％）、

女性は7,293人（占率61.9％）となっている。また、一般相談は11,257件、苦情は522件であった。

なお、今期における相談の主な特徴としては、次の点が挙げられる。

（１） 保険業法改正案が国会に上程・審議されるに際し、マスコミに大きく取り上げられ、報 

　　　 道されたことなどから、予定利率引下げに関する照会が集中した。（注）

（２） 収入の伸び悩み等に伴い、保険料の負担軽減のため契約の見直しに関する相談が多い。

（３） 新聞・雑誌等の記事を見て、会社の信用度や格付けに関する照会が多い。

（４） 会社の合併・提携等に関し、社名に関する照会が多い。

（注）保険業法の一部改正について

契約条件の変更（予定利率の引下げ等）等を盛り込んだ保険業法の一部を改正する法律案は、平

成15年５月23日、閣議決定を経て政府から国会に提出された。６月12日、衆議院本会議において可

決。７月18日、参議院本会議において可決、成立。７月25日、公布。８月24日、施行。

（図表１） 相談受付件数の推移

（１）相談項目別受付件数･･･････図表２、図表３参照

一般相談を項目（内容）別にみると、最も多いのは「その他」で2,940件、全体の26.1％を占め

ている。このなかでも、特に目立ったのは、既契約の予定利率引下げに関するもの、会社の社名に

関するもの、契約の有無照会に関するものである。
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第２位の「保障の見直し」は1,533件で、全体の13.6％を占めており、『契約の更新時を迎え、

保険料が高くなるがどうしたらよいか』、『保険料を安くしたいがどうしたらよいか』、『すでに

加入している保険が妥当なものかどうか』等の照会があった。

第３位の「保険金・給付金」は1,410件で、全体の12.5％を占めており、高度障害保険金や入院

給付金の支払について照会してきている。

第４位の「加入・保険種類」は1,223件で、全体の10.9％となっている。『新しい保険を勧めら

れているが、どうしたらよいか』、高齢者や自分の健康に不安を感じている方から『〇〇歳でも加

入できる保険はないか』等の照会が目立っている。

第５位の「会社の内容等」は800件で、全体の約7.1％を占めており、会社の信用度等に関する照

会があった。

（図表２）相談項目別受付件数　（平成１５年４月～９月）
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（図表３）相談項目別受付件数
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（２）受付場所別件数･･･････図表４参照　　　　（図表４）　受付場所別件数

生命保険相談所では、本部協会だけでなく、

全国53ヶ所に連絡所を設置している。

本部と地方連絡所の受付件数占率を見ると、

本部は67.1％（前年度61.7％）、地方連絡所

は32.9％（同38.3％）となっている。

インターネットの普及に伴い、生命保険協

会のホームページで本部協会相談所の存在を

知って相談するなど、本部が占める受付件数

の割合が増加している。

一方、地方連絡所が占める相談件数の割合

は、年々大きくなってきていたが、今年度は

前年度より5.4ポイント減少している。

（３）相談所認知経路別件数（判明分のみ）

本部の受付件数を認知経路別にみると、「インターネット」が1,511件（判明分7,495件の20.2

％）で最も多くなっており、第２位は「生命保険会社・職員」1,358件（同18.1％）であり、「行

政機関」1,323件(同17.7％)が第３位となった。

第４位は「雑誌」、第５位は「新聞」、第６位は「104（電話）」となっており、インターネッ

ト、雑誌を見た消費者が、更に深い知識を得ようとして、照会してくるケースが多い。

（４）経路別受付件数

受付件数を経路別にみると、電話によるものが11,170件で、全体に占める割合は94.8%と受付件

数の大半を占めている。

訪問された方の件数は574件で、全体の4.9％と前年同期とほぼ同水準であるが、文書によるもの

は35件で全体の0.3％に止まっている。

会社の信用度や社名に関する契約者からの照会の大半は電話によるものである。また、訪問され

た方の多くは保障の見直しや新たな保険の加入にあたっての考え方や注意点等、より内容の充実し

た相談を求めてきている。
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（５）相談時間別件数

本部の受付件数を相談時間別にみると、「５分以内」は3,752件で最も多く、全体の47.4％（前

年度42.2％）を占めている。次いで「５分超10分以内」が2,017件で25.5％（前年度26.6％）を

占めている。

対応時間が20分を超えた相談は820件で占率は10.4％（前年度10.9％）となり、前年度に比べ

て0.5ポイント減少している。

（６）四半期別受付件数･･･････図表５参照

平成14年度は会社の合併・提携等に関し、会社の信用度についての照会、契約の更新を迎えた契

約者から契約を続けるべきかどうかといった照会、また新聞・雑誌等の読者から生命保険について

のより深い理解を求めてくる場合や、契約の見直しに関する相談が多く寄せられるようになった。

平成15年度になると、国会における法案審議に伴い既契約の予定利率引下げに関する照会、収入

の伸び悩みに伴い保険料負担軽減の方法に関する相談、高齢者や自分の健康に不安を感じている方

からの保険加入に関する相談、新しい保険を勧められている方から加入の可否に関する相談が増加

している。

（図表５）　四半期別受付件数
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（７） 主な相談事例（平成15年４月～９月）

質問１．既契約の予定利率引下げに関する法律に関連し、生命保険会社が一斉に引下げを申請す

るということはないのですか。

回　答　契約条件の変更の申請は、個々の生命保険会社が、業務または財産の状況に照らして保

険業の継続が困難となる蓋然性があるかどうかを自主的に判断し、それに基づき行うも

のです。生命保険会社が一斉に申請を行うものではありません。

質問２．仮に予定利率の引下げを申請する会社がある場合、引下げの対象となる契約の範囲はど

のようになるのですか。（当該会社の契約は、全て予定利率を引下げられるのですか。）

回　答　予定利率の引下げを申請する会社の判断により、引下げの対象となる契約が決定されま

す。ただし、政令により予定利率引下げの下限が３％に設定されておりますので、これ

より低い予定利率の契約は、予定利率の引下げの対象とはなりません。

なお、払込が終了している契約（払込満了契約だけでなく一時払契約を含みます。）や

年金の支払が開始している契約についても、当該契約の予定利率が引下げの下限となる

利率よりも高い場合は、予定利率の引下げの対象となります。

質問３．予定利率の引下げが行われた場合、加入当初に遡って予定利率の引下げが行われるので

すか。

回　答　今般の保険業法の改正によると、「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日

までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすもので

あってはならない」とされており、引下げ時より前の期間に遡って引下げられることは

ありません。よって、予定利率引下げ前までに積み立てられた責任準備金が削減される

ことはありません。

※責任準備金とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類

ごとに積み立てが義務付けられている準備金をいいます。

質問４．年金を受け取る場合にはどのような税金がかかりますか。

回　答　どの場合も毎年受け取る年金は雑所得とみなされ、所得税の課税対象となりますが、契

約形態により、その他に年金開始時点で贈与税か相続税の対象となる場合があります。

①満期により年金を受け取る場合

・契約者と年金受取人が同一人のとき

　年金開始時点では課税されません。

・契約者と年金受取人が異なるとき

　年金開始時点での年金の権利評価額が、贈与税の課税対象となります。

②死亡保険金を年金で受け取る場合

・契約者と被保険者が同一人のとき

　年金開始時点での年金の権利評価額が、相続税の課税対象となります。
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・契約者と年金受取人が同一人のとき

　年金開始時点では課税されません。

・契約者と被保険者・年金受取人がそれぞれ異なるとき

　年金開始時点での年金の権利評価額が、贈与税の課税対象となります。

質問５．変額保険は従来の生命保険と仕組みや取り扱いがどのように違うのでしょうか。

回　答　変額保険は、資産運用を従来の生命保険（定額保険）と区分（特別勘定といいます）し、

国内外の有価証券を主な対象として行っています。その運用実績に応じて毎月保険金額

が変動します。

したがって、契約者は経済情勢や運用如何によっては大きな死亡保障や高い収益（ハイ

リターン）が期待できますが、一方では株価の低下や為替の変動による投資リスクを契

約者が自ら負うことになります。

なお、死亡保険金については基本保険金額が最低保証されますが、満期保険金や解約返

戻金についての保証はありません。

質問６．生命保険会社の経営内容を知りたいのですが、どのような資料があるのでしょうか。

回　答　生命保険会社は業績などをまとめ、一般の閲覧用に次のような資料を作成しています。

①ディスクロージャー資料

会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類です。保険業法によって

作成が義務づけられています（書類の名称は会社によって異なります）。

②変額保険（特別勘定）の現況

変額保険（特別勘定）の資産運用に関する情報をまとめたものです。

なお、生命保険協会では、ディスクロージャー（情報開示）資料の見方を消費者向け

に解説した「虎の巻　生命保険会社のディスクロージャー」を作成し、生命保険協会

本部の生命保険相談所や各道府県主要都市53ヵ所の地方連絡所に備え置くとともに、

希望者に無料配布しています。

質問７．保険料を払い込むのが遅れてしまいました。保険はすぐに失効してしまうのですか。

回　答　払込期月中に保険料を払い込めなかったからといって、すぐに保険が失効してしまうわ

けではありません。

保険会社は払込期月中に払い込みがなかった場合でも、一定の期間内に払い込みがあれ

ば、払込期月に払い込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間とい

います。もし、猶予期間内に保険料を払い込めなかった場合、保険は失効するか、自動

振替貸付制度が適用されます。

この猶予期間は、月払か年・半年払かによって違ってきます。

①月払の場合…払込期月の翌月１日から末日まで

②年払・半年払の場合…払込期月の翌月１日から翌々月の月単位の契約応当日まで（た

だし、契約応当日が２月・６月・11月の各末日の場合には、それぞれ４月・８月・１
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月の各末日まで）

質問８．失効した保険は元に戻せますか。

回　答　復活という制度を利用して、元に戻すことができます。これは、一度失効した保険をふ

たたび有効にする制度で、失効しても所定の期間内であれば、契約者の申し出により、

失効していた期間の保険料を払い込み（延滞利息の払い込みが必要な保険会社もありま

す）、復活することができます。

また、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要がありますので、

その結果によっては復活することができない場合があります。復活は前の保険を元の状

態に戻すわけですから、保険料は失効する前と同じです。

質問９．解約したところ、払い込んだ保険料より少ない金額しか返ってきませんでした。これは

なぜですか。

回　答　生命保険は、多数の人が保険料を出しあって、いざというときの保障を得る相互扶助の

しくみです。したがって、預貯金のように払い込んだお金がそのまま積み立てられるも

のではありません。

保険料は、

①毎年の死亡保険金などの支払い

②将来の保険金などのための積み立て

③生命保険制度を運営していくための費用

の３つに使われます。

解約返戻金は、主に②の部分から支払われますので払い込んだ保険料よりも少なくなり

ます。とくに契約して間もない場合や、定期保険・医療保険などのように保障に重点を

おいている保険では、保険料の大部分が①の死亡保険金などの支払いや、③に使われる

ので、解約返戻金は、ふつうまったくないか、あってもごくわずかです。

質問10．生命保険を契約すると税法上の特典があると聞きました。内容を教えてください。

回　答　生命保険を契約していますと、払い込んだ保険料のうち一定額が生命保険料控除として

所得控除の対象となり、払込金額に応じて、契約者の所得税と住民税の負担が軽くなり

ます。

対象となるのは、①一般の生命保険料と②個人年金保険料で、その年の1月から12月ま

での１年間に払い込んだ保険料です。

①一般の生命保険料控除が受けられる保険の範囲

対象となるのは、保険金受取人が納税者である契約者本人か、あるいは配偶者、また

はその他の親族（六親等以内の血族と三親等以内の姻族）である保険の保険料です。

「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は、控除の対象から除かれま

す。

なお、一時払の保険については、保険料を払い込んだ年１回に限り控除の対象となり
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ます。

②個人年金保険料控除が受けられる保険の範囲

対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した保険の保険料です。

この特約を付加するためには、

・年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること

・年金受取人は被保険者と同一人であること

・保険料払込期間が10年以上であること（一時払は除く）

・年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金受取時の年齢が60歳以上で、

　かつ支払い期間が10年以上であること

などの要件をすべて満たす必要があります。

なお、疾病特約等を付加している場合、その特約部分の保険料については、個人年金

保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。

また、個人年金保険(定額)で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合

や変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。

質問11．契約者や保険金受取人は変更できますか。

回　答　①契約者変更

契約者は、契約者変更により契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることがで

きます。変更にあたっては、被保険者の同意、および保険会社の承諾が必要です。

なお、契約者が死亡した場合は、通常法定相続人が契約者の権利義務一切を承継する

ことになります。相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命

保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことなど

が必要になります。

②受取人変更

契約者は原則として、保険期間中であれば被保険者の同意を得て保険金受取人を変更

することができます。保険金受取人は２人以上を指定することもできますが、受取割

合を指定することが必要です。

①、②いずれの場合も、保険会社に申し出て所定の手続きをとることが必要です。

質問12．保障額を大きくしたり、保障内容を変更したりする方法を教えてください。

回　答　保障内容を大きくしたり、充実しようとする場合は、次の①～④のような方法がありま

す。

①新しく保険を契約する方法（追加契約）

現在の契約に追加して、別の新しい保険を契約する方法です。

・保険金額を増やしたり、今までの契約とは異なる内容で保障を充実させること

　ができます。

・現在契約している保険の保険料に加え、追加契約の保険料を払い込むことにな

ります。
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②死亡保障に備える特約の中途付加をする方法

現在の契約に定期保険特約などを付け加えて保障を増額する方法です。

・増額する部分の保険料は増額時点の年齢で計算されます。

・告知または医師による診査が必要です。

・終身保険特約や養老保険特約の中途付加を取り扱う保険会社もあります。

・中途付加を取り扱わない保険会社もあります。

・なお、契約後の経過年数や保険種類によっては、この方法を利用できない場合

　があります。

③病気やケガに備える特約の中途付加をする方法

現在契約している保険に、病気やケガの保障に備える医療関係などの特約を付け加え

たり、被保険者本人だけでなく、配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更するこ

とによって、保障の範囲を広げる方法です。

・追加部分の保険料は特約中途付加時点の年齢で計算されます。

・告知または医師による診査が必要です。

・なお、中途付加や変更できる特約の種類は、保険会社により制限がありますので詳

しくは営業職員・代理店か保険会社におたずねください。

・中途付加を取り扱わない保険会社もあります。

④転換制度を利用する方法

現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積

立配当金を「転換（下取り）価格」として新しい契約の一部に充当するので、その分

だけ保険料負担は軽くなります。なお、元の契約は消滅します。

また、主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険

期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。これ

らの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認したうえで契約するこ

とが大切です。

・同じ保険会社でなければ利用できません。

・転換制度利用時点の年齢・保険料率により保険料を計算します。

・転換時点の予定利率がもとの契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっ

　ては保険料が引き上げとなります。

・告知または医師による診査が必要です。

・元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。

・生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない保険

　会社もあります。

・新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を申し出ることが

　できます。

質問13．地震などの天災で死亡した場合でも保険金は受け取れるのでしょうか。

回　答　地震・噴火または津波による天災で死亡したときは、病気で死亡した場合と同額の普通
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死亡保険金が受け取れます。

しかし、この場合、災害割増特約や傷害特約が付加されていても、天災のような予測で

きないことは、こうした特約の保険料算定基準に含まれていないため、災害保険金は受

け取れません。ただし、現実に起こった被害が健全な保険制度の維持・運営に及ぼす影

響が少ない場合は、その程度に応じて、災害保険金の全額または削減された金額が受け

取れます。
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２．苦情解決支援

（１）苦情項目別、原因別受付件数　……図表６参照

苦情を項目別にみると、「新契約関係」が162件で苦情全体の31.0％と最も多くなっている。続

いて、「保険金・給付金関係」が160件で30.7％、「保全関係」が108件で20.7％となっている。

また、「その他」（職員の態度・マナー、税金、プライバシー、アフターフォローおよび経営全

般に関するもの）が59件で11.3％、「収納関係」が33件で6.3％となっている。

苦情の発生原因別についてみると、制度・事務に関するもの（取り扱いに疎漏はないが、現行の

事務・約款・会社の制度そのものに対する苦情）が最も多く228件で、苦情全体の43.7％を占めて

おり、項目では「保険金・給付金関係」と「保全関係」に集中している。

次いで、営業職員に起因するものが222件（占率42.5％）と多く、そのうち「新契約関係」が過

半数を占めている。

（２）生命保険相談所における苦情解決支援

生命保険相談所（地方連絡所を含む）に寄せられた苦情522件（前年同期354件）のうち、62.6％

にあたる327件（前年同期231件）については、生命保険事業・生命保険商品の仕組および申出に係

る生命保険業界の取組み状況等を説明したり、生命保険会社の本社・支社と連携して対応すること

により、生命保険相談所で解決している。また、申出人が直接交渉中のものや今後交渉予定のもの

については、交渉にあたっての考え方を整理し、生命保険会社の説明を良く聞いたうえで、交渉を

行うように助言している。

（３）生命保険会社宛依頼を行った苦情の解決状況

生命保険相談所（地方連絡所を含む）に寄せられた苦情522件のうち、37.4％にあたる195件（前

年同期123件）は、各生命保険会社の本社あて解決依頼を行った。

項目別には、「新契約関係」が67件、「保険金・給付金関係」が65件、「保全関係」が28件、

「収納関係」が18件、「その他」が17件となっている。

解決の内容をみると「苦情申出者の申出内容による解決」が46件、「生命保険会社の説明による

解決」が89件、「解約・契約取消することとなったもの」が15件、「裁定審査会の申立書を送付し

たもの」が10件、調停となったもの等「その他」が9件となっている。なお、9月末現在、申出人と

生命保険会社が継続交渉中となっているものが26件となっている。

苦情申出から解決までの期間をみると、１週間以内で解決したもの34件、１週間を超えて２週間

以内で解決したもの18件、２週間を超えて１カ月以内で解決したもの35件、解決まで１カ月を超え

たもの82件となっている。

苦情事例 <１>

〔申出受付日〕平成15年５月16日　　　　〔解決日〕平成15年９月26日

〔契約者〕Ａ氏　〔被保険者〕子Ｂ氏　　〔申出人〕Ａ氏
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〔申出内容〕

平成13年９月子供の入院給付金を受給、15年３月再発し給付金を請求したら戸籍上の親子ではな

いと不払となった。加入が認められ、１回目が支払われたのに納得できない。

〔解決内容〕

相談所より保険会社本社に対応を依頼。保険会社で調査したところ、約款上、家族型特約の被保

険者となる子は主契約の被保険者と同一戸籍の子と規定されている。契約時、取扱者は姓が異なる

のに気付かず、申込を受付け成立した。13年には健康保険証写しで姓が異なっていたにも拘わら

ず、同一戸籍の確認をせず支払い。15年には気付き不払とした。消費生活センター経由で当会相談

所に申出。保険会社は今回給付金の支払と家族型特約の取消しを提案したが、納得されず。再検討

の結果、家族型特約の対象を現在扶養している子に限り特約の存続を認めることで給付金を支払、

解決｡

苦情事例 <２>

〔申出受付日〕平成15年５月23日　　　　〔解決日〕平成15年９月25日

〔契約者・被保険者〕Ａ氏　　　　　　　〔申出人〕Ａ氏（入院中）の配偶者

〔申出内容〕

平成15年１月、主治医より余命６ヶ月以内と診断され、２月にリビング・ニーズ特約保険金を請

求したが、非該当となった。４月に再度請求するも手術後経過良好で非該当となった。手術費用も

かかり困窮している｡再度査定して欲しい。

〔解決内容〕

相談所より保険会社本社に対応を依頼。６月に当会相談所に法律相談、弁護士よりアドバイス。

７月に当会相談所に再来訪、相談員よりアドバイスし、申出人と保険会社が話合い。保険会社がリ

ビング･ニーズ特約保険金を支払、解決｡

苦情事例 <３>

〔申出受付日〕平成15年６月18日　　　　〔解決日〕平成15年７月15日

〔契約者・満期保険金受取人〕Ａ氏　　　　　　　〔被保険者・申出人〕Ｂ氏

〔申出内容〕

母の保険が３年前満期を迎えたが痴呆の為請求できない。今回時効の通知が来たが、成年後見人

の申立は費用も掛かるので、将来死亡後に相続人として受取りたい。

〔解決内容〕

相談所から保険会社本社に対応を依頼。保険会社で調査したところ、平成12年11月から定期的に

成年後見人の選任依頼を行っていた。契約者入所の介護施設の医師より診断書の提出を受け「意

思･判断能力のないこと」を確認し満期保険金を支払、解決。
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（図表６）　苦情項目別、原因別受付件数（平成15年４月～９月）
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３.紛争解決支援

（１）裁定審査会における紛争解決支援

生命保険相談所が生命保険会社への苦情解決依頼や和解斡旋を行ったにもかかわらず、原則とし

て１ヵ月を経過しても当事者間で問題が解決しない場合には、保険契約者等は裁定審査会に紛争の

裁定を申立てることができる。

裁定審査会は、裁定の申立てがあった場合、適格性を判断したうえで申立ての受理･不受理を決

定する。

前述のとおり、生命保険相談所（地方連絡所を含む）に寄せられた苦情は522件（前年同期354

件）で、うち名前を名乗って解決依頼の申し出があった195件（前年同期123件）については、各生

命保険会社の本社に解決を依頼した。195件のうち、169件（86.7％）が解決し、９月末現在、継続

交渉中のものは26件となっている。

（２）裁定申立件数

平成15年４月～９月に、裁定審査会が受理した裁定申立て件数は、８件（前年同期６件）であっ

た。不受理とした案件はなかった。

「保険契約無効申立」３件、「入院特約の継続請求申立」２件、「死亡保険金請求申立」、「が

ん特約給付金等請求申立」、「保険料返還請求申立」




